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問い合わせ先 特別支援教育相談センター（９２１－２２３０） 教育相談担当者：國丸  

相談内容 

● 児童生徒の実態把握と相談内容の整理 

● 特別支援教育に関する情報提供 

● 教育的な指導・支援についての相談 

来所相談 

● 対 象 児童生徒・保護者・教職員 

● 場 所 特別支援教育相談センター 

     （小倉南区春ケ丘１０番２号） 

● 日 時 月～金曜日 ９：００～１６：００  

＊ 申込受付後、相談日時を決定します 

電話相談 

● 対 象 保護者・教職員 

● 連絡先 特別支援教育相談センター 

      ＴＥＬ ９２１－２２３０ 

● 日時 月～金曜日 ９：００～１７：００  

 教育相談を通して、通常の学級に在籍する児童生徒の発達の過程や障害の状態等を整理し、 
本人・保護者・教職員に対して適切な指導及び必要な支援について一緒に考えます  

※通常の学級に在籍し、通級による指導（特別支援教室）を受けている児童生徒を除く 

 

児童生徒の学校での様子を確認する必要がある場合、保護者の同意の上、必要に応じて「教育相

談訪問」を実施します。 

授業や行動観察を通して、学校生活や学習状況の情報収集を行い、学校と今後の方向性を確認し

ます。確認した内容を、保護者及び児童生徒に提供します。 

 

申込期間 ●  

相談期間 

●  

● 夏季・秋季・冬季休業日、代休、学級閉鎖等の休業日

は相談を実施することはできません 

● 教育相談に要した時間は「出席扱い」となります 

教育相談訪問 



 

教育相談の流れと事務手続き 

 

 
 〇４月の配信文書で確認   

     

 
 
〇保護者と教育相談の必要性や実施について確認 
※現在、通級による指導（特別支援教室）を受けている児童

生徒は申し込むことができません 

 
 

     

 
 ➀「教育相談申込書」（表：保護者記入欄、裏：学

校記入欄） 

➁「個別の教育支援計画」OR「個別の指導計画」 

  

     

 
 
〇提出書類➀➁を確認した上で、厳封し庁内メール

等で提出 
  

     

 
 

〇申込書等を確認の上で、 

➀担当者より保護者へ初回相談日を連絡 

➁初回相談日決定後、学校（管理職）へ報告 

 

 

     

 
 

〇主訴の確認 

〇学校・家庭での様子の聞き取り 

〇行動観察 

〇手立て（支援や配慮等）の提案 

〇保護者と「教育相談実施報告書」の記入内容確認 

 

 

     

 
 
〇初回相談内容を学校（管理職）へ電話連絡 

〇次回以降の報告は、書面実施 
  

     

 
 

〇必要に応じて心理発達検査など諸検査を実施 

〇具体的な手立て（支援や配慮等）について提案 

〇実態の変容の確認と手立ての評価 

〇保護者と「教育相談実施報告書」の記入内容確認 

〇保護者の同意の上、必要に応じて関係機関と連携 

〇保護者の同意の上、必要に応じて「教育相談訪問」

の実施 

 

 

     

 
 
〇保護者と教育相談終了を確認 
※次年度相談を継続する場合は再度申込みが必要 

  

     

 
 
〇学校（管理職）へ電話連絡 

〇「教育相談実施報告書」を学校へ送付 
  

募集開始 

提出書類準備 

受  付 

初回相談 

初回相談報告 

継続相談 

相談終了 

相談終了報告 

校内支援委員会 

・「教育相談申込書」等は

特別支援教育相談センタ

ーHPの教育相談事業よ

りダウンロード可 

申込書等提出 

・校内支援委員会を開催

し、保護者と教育相談

の必要性について話し

合う 

・教育相談は平日実施で

あることを保護者へ伝

える 

・教育相談に要する時間

は「出席扱い」となる 

・「教育相談実施報告書」

の内容を校内で共通理

解し、個別の指導や支

援に生かす 

・また、「個別の教育支

援計画」や「個別の指

導計画」へ支援内容を

記載するなど有効に活

用する 

・原則、２月末で教育相

談は終了するが、次年

度も教育相談を継続す

るには再度申込みが必

要 

・相談時期により、今年

度の相談が１回程度し

か実施できず、継続相

談が必要な場合は保護

者と継続を検討する 


